
別 紙 ５ 
 

○ 平 成 十 九 年 総 務 省 告 示 第 四 十 八 号 （ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 件 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 二 十 

第 三 号 ヲ 及 び 第 三 号 の 二 の ニ の 規 定 に 基 づ き 、 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 

局 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 次 の よ う に 定 め る 。 

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 二 十 

第 三 号 ヲ 及 び 第 三 号 の 二 の ニ の 規 定 に 基 づ き 、 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 

局 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 次 の よ う に 定 め る 。 

一 、 二 （ 略 ） 

三 五 、 一 五 〇 ㎒ を 超 え 五 、 三 五 〇 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 の 無

線 設 備 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 条 件 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

 １ 筐
き ょ う

体 の 見 や す い 箇 所 に 当 該 無 線 設 備 の 送 信 は 屋 内 に お い て の み 可 能 で あ

る 旨 が 表 示 さ れ て い る こ と 。 

 ２ 当 該 無 線 設 備 の 送 信 は 屋 内 に お い て の み 可 能 で あ る 旨 を 電 磁 的 方 法 （ 電 子

的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き な い 方

法 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 記 録 し 、 当 該 表 示 を 特 定 の 操 作 に よ っ て 当 該

無 線 設 備 の 映 像 面 に 直 ち に 明 瞭 な 状 態 で 表 示 さ れ る よ う に す る こ と 。 こ の

場 合 に お い て 、 電 磁 的 方 法 に よ っ て 表 示 を 付 し た 旨 及 び 当 該 特 定 の 操 作 に

よ る 当 該 表 示 の 表 示 方 法 に つ い て 、 書 類 等 に よ る 表 示 に よ り 明 ら か に す る

も の と す る 。 

一 、 二 （ 略 ） 

三 五 、 一 八 〇 ㎒ 、 五 、 一 九 ○ ㎒ 、 五 、 二 〇 〇 ㎒ 、 五 、 二 二 〇 ㎒ 、 五 、 二 三 ○ ㎒ 、

五 、 二 四 〇 ㎒ 、 五 、 二 六 〇 ㎒ 、 五 、 二 七 ○ ㎒ 、 五 、 二 八 〇 ㎒ 、 五 、 三 〇 〇 ㎒ 、

五 、 三 一 ○ ㎒ 又 は 五 、 三 二 〇 ㎒ の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、

筐
き ょ う

体 の 見 や す い 箇 所 に 、 当 該 無 線 設 備 の 送 信 は 屋 内 に お い て の み 可 能 で あ る 旨

が 表 示 さ れ て い る こ と 。 

四 五 、 二 五 〇 ㎒ 以 上 五 、 三 五 〇 ㎒ 以 下 又 は 五 、 四 七 〇 ㎒ を 超 え 五 、 七 二 五 ㎒ 以

下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る

こ と 。 

四 五 、 二 六 〇 ㎒ 、 五 、 二 七 ○ ㎒ 、 五 、 二 八 〇 ㎒ 、 五 、 三 〇 〇 ㎒ 、 五 、 三 一 ○ ㎒

又 は 五 、 三 二 〇 ㎒ の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 及 び 五 、 五 〇 〇 ㎒ 、 五 、 五

一 ○ ㎒ 、 五 、 五 二 〇 ㎒ 、 五 、 五 四 〇 ㎒ 、 五 、 五 五 ○ ㎒ 、 五 、 五 六 〇 ㎒ 、 五 、 五

八 〇 ㎒ 、 五 、 五 九 ○ ㎒ 、 五 、 六 〇 〇 ㎒ 、 五 、 六 二 〇 ㎒ 、 五 、 六 三 ○ ㎒ 、 五 、 六

四 〇 ㎒ 、 五 、 六 六 〇 ㎒ 、 五 、 六 七 ○ ㎒ 、 五 、 六 八 〇 ㎒ 又 は 五 、 七 〇 〇 ㎒ の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

１ 親 局 （ 証 明 規 則 別 表 第 二 号 第 三 注 1
2

⑸ に 規 定 す る 無 線 局 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 無 線 設 備 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

１ 親 局 （ 証 明 規 則 別 表 第 二 号 第 三 注 1
2

⑶ に 規 定 す る 無 線 局 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 無 線 設 備 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

㈠ ・ ㈡ （ 略 ） ㈠ ・ ㈡ （ 略 ） 
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㈢ ㈠ 及 び ㈡ に お い て 、 レ ー ダ ー が 送 信 す る 電 波 及 び 当 該 電 波 を 検 出 す る 確

率 （ 以 下 「 検 出 確 率 」 と い う 。 ） は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

㈢ ㈠ 及 び ㈡ の レ ー ダ ー が 送 信 す る 電 波 及 び 当 該 電 波 を 検 出 す る 確 率 （ 以 下

「 検 出 確 率 」 と い う 。 ） は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

⑴ 屋 内 に お い て 五 、 二 五 〇 ㎒ 以 上 五 、 三 五 〇 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使

用 す る 無 線 設 備 に あ つ て は 、 別 表 第 一 号 に よ る こ と 。 

⑴ 屋 内 に お い て 五 、 二 六 〇 ㎒ 、 五 、 二 七 ○ ㎒ 、 五 、 二 八 〇 ㎒ 、 五 、 三 〇

〇 ㎒ 、 五 、 三 一 ○ ㎒ 又 は 五 、 三 二 〇 ㎒ の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設

備 が 検 出 す る レ ー ダ ー が 送 信 す る 電 波 及 び 当 該 電 波 の 検 出 確 率 に つ い て

は 、 別 表 第 一 号 に よ る こ と 。 

⑵ 五 、 四 七 〇 ㎒ を 超 え 五 、 七 二 五 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線

設 備 に あ つ て は 、 別 表 第 二 号 か ら 別 表 第 四 号 ま で に よ る こ と 。 

⑵ 五 、 五 〇 〇 ㎒ 、 五 、 五 一 ○ ㎒ 、 五 、 五 二 〇 ㎒ 、 五 、 五 四 〇 ㎒ 、 五 、 五

五 ○ ㎒ 、 五 、 五 六 〇 ㎒ 、 五 、 五 八 〇 ㎒ 、 五 、 五 九 ○ ㎒ 、 五 、 六 〇 〇 ㎒ 、

五 、 六 二 〇 ㎒ 、 五 、 六 三 ○ ㎒ 、 五 、 六 四 〇 ㎒ 、 五 、 六 六 〇 ㎒ 、 五 、 六 七

○ ㎒ 、 五 、 六 八 〇 ㎒ 又 は 五 、 七 〇 〇 ㎒ の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設

備 が 検 出 す る レ ー ダ ー が 送 信 す る 電 波 及 び 当 該 電 波 の 検 出 確 率 に つ い て

は 、 別 表 第 二 号 か ら 別 表 第 四 号 ま で に よ る こ と 。 

㈣ ㈠ 及 び ㈡ に お い て 、 レ ー ダ ー が 送 信 す る 電 波 に 対 す る 親 局 の 受 信 電 力

は 、 絶 対 利 得 〇 デ シ ベ ル の 空 中 線 で 受 信 す る レ ー ダ ー 波 送 信 期 間 中 の 平 均

電 力 に お い て 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

 ⑴ ・ ⑵ （ 略 ） 

㈣ ㈠ 及 び ㈡ の レ ー ダ ー が 送 信 す る 電 波 に 対 す る 親 局 の 受 信 電 力 は 、 絶 対 利

得 〇 デ シ ベ ル の 空 中 線 で 受 信 す る レ ー ダ ー 波 送 信 期 間 中 の 平 均 電 力 に お い

て 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

 ⑴ ・ ⑵ （ 略 ） 

㈤ 無 線 設 備 は 、 利 用 可 能 チ ャ ネ ル 確 認 又 は 運 用 中 チ ャ ネ ル 監 視 に よ り レ ー

ダ ー が 送 信 す る 電 波 を 検 出 し た 場 合 に は 、 当 該 電 波 を 検 出 し て か ら 三 〇 分

の 間 、 当 該 電 波 が 検 出 さ れ た 周 波 数 の 電 波 の 送 信 を 行 っ て は な ら な い 。 

㈤ 無 線 設 備 は 、 利 用 可 能 チ ャ ネ ル 確 認 又 は 運 用 中 チ ャ ネ ル 監 視 に よ り ㈠ 及

び ㈡ の レ ー ダ ー が 送 信 す る 電 波 を 検 出 し た 場 合 に は 、 当 該 電 波 を 検 出 し て

か ら 三 〇 分 の 間 、 当 該 電 波 が 検 出 さ れ た 周 波 数 の 電 波 の 送 信 を 行 っ て は な

ら な い 。 

㈥ 無 線 設 備 は 、 運 用 中 チ ャ ネ ル 監 視 に よ り レ ー ダ ー が 送 信 す る 電 波 を 検 出

し た 場 合 に は 、 無 線 設 備 及 び そ れ に 従 属 す る 子 局 （ 証 明 規 則 別 表 第 二 号 第

三 注 1
2

⑸ に 規 定 す る 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設 備 が 送 信 す る 当

該 電 波 が 検 出 さ れ た 周 波 数 の 電 波 の 送 信 を 一 〇 秒 以 内 に 停 止 し な け れ ば

な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 全 て の 無 線 設 備 の 送 信 時 間 の 合 計 は 、 二 六

〇 ミ リ 秒 以 下 と す る 。 

㈥ 無 線 設 備 は 、 運 用 中 チ ャ ネ ル 監 視 に よ り ㈠ 及 び ㈡ の レ ー ダ ー が 送 信 す る

電 波 を 検 出 し た 場 合 に は 、 無 線 設 備 及 び そ れ に 従 属 す る 子 局 （ 証 明 規 則 別

表 第 二 号 第 三 注 1
2

⑶ に 規 定 す る 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設 備 が

送 信 す る 当 該 電 波 が 検 出 さ れ た 周 波 数 の 電 波 の 送 信 を 一 〇 秒 以 内 に 停 止 し

な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 す べ て の 無 線 設 備 の 送 信 時 間 の 合

計 は 、 二 六 〇 ミ リ 秒 以 下 と す る 。 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 
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